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股関節可動域制限を有する電撃性紫斑病による四肢切断者の独居を可能にした
リハビリテーションと機器支援
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【はじめに】四肢切断者の残存機能を最大限活用した動作獲得や機器適合により介助量を軽減し、介助者1名体制で
の独居を可能とした対応を報告する。
【症例紹介】60歳代の女性。電撃性紫斑病による右手部切断、左前腕切断（短断端）、両下腿切断。下肢の広範囲に難
治性皮膚潰瘍があった。変形性股関節症（末期）と切断後から当院入院までの長期間の不動による股関節可動域制限
（左右屈曲20°）を呈していた。また、入院直後に腰椎圧迫骨折を受傷し、起き上がり時には装具装着が指示された。
【方策と結果】介助者1名体制を見据えたADLの確立として、食事などの机上動作では右側は自助具、左側は前腕能
動義手を用いた。移動は皮膚状況から義足は不適応であり、また義手装着下の車椅子自走は実用性がないため、構
造フレームはティルト式電動車椅子を用いた。座位姿勢評価より体幹直立位に近づけることでリーチ到達位置の前
方化と姿勢保持の努力量軽減が判明したため、座クッションは上面が前方傾斜し、大腿皮膚潰瘍部の除圧を座面接
触圧で確認しながら、安定姿勢を保持する形状とした。訓練以外でも、看護師と連携して病棟での座位時間を積極
的に増やし、股関節屈曲可動域改善を図った。また、ベッドから座位保持装置への移乗は側方への１回転動作によ
り、介助量を軽減した。排泄はベッド上からトイレ・シャワー用車椅子上に変更し、評価用にて病棟での試用を重ね
て詳細を決定した。夜間の排泄に課題があり、ヘルパーの確保に難渋したが、これらの対応により、介助者1名体制
での独居を可能とした。
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介護保険法の優先適用が困難であった電動車椅子の補装具費支給事例
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【はじめに】障害者総合支援法による補装具費支給制度には他法優先の原則がある。特に介護保険法適用に関して
は、身体状況や環境要因が変化しなくても適用の検討対象となる。
【事例】小児期発症の脊髄疾患による四肢機能障害である。上肢は筋力低下が認められるが電動車椅子操作が可能。
下肢は立位・歩行不能、リフト機能を使用して座面を調整し軽介助により移乗可能。移動およびＡＤＬ自立度向上
のため40歳代後半に電動車椅子電動リフト式普通型が支給された。その後50歳代に書類判定60歳代に来所判定
を行い、同機種の補装具費が支給された。今回70歳代にて判定希望があり介護保険法による対応を検討した。
【結果】事例の身体状況では、機器の仕様変更や特別な改造は不要であり、既製品の使用が可能と判断し、介護保険
法での対応が望ましいとした。しかし当該電動車椅子を取り扱う事業所が無く、来所判定となった。
【考察】車椅子及び電動車椅子（付属品を含む）、歩行器、歩行補助つえは、障害者総合支援法の補装具費支給制度よ
り、介護保険法の福祉用具貸与の方が優先される。ただし医師や更生相談所等により障害者の身体状況に個別に対
応することが必要と判断される場合は障害者総合支援法に基づく補装具費として支給して差し支えない。（平成19
年3月28日付け通知より）事例は既製品の使用が可能であるが、電動リフト式機能を要すことから今回のような結
果となった。高齢社会となり、高齢になった障害者が円滑に介護保険法に移行できるよう的確な関りを進めて行く
ことが重要となる。
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